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平成３０年４月、報酬改定により相談支援事業に関わる単価が大きく変わります。 
基本単価の減額、加算とモニタリング回数の増加による事実上の増収ということがうたわれていますが、
実際に多くの事業所では負荷が現在も大きくのしかかっているところと、相談員１人あたりの１ヶ月の
実績が平均４０件を超えることが６ヶ月以上続く場合は減額など、大きな課題も発生しています。 
 
今後、専任相談員を増やしていく事は、かなり余力のある事業所でなければ難しく、佐久地域だけに限ら
ず一人相談員の事業所にとっては、単純に減額を言い渡されただけになってしまい、増えるどころか撤
退を余儀なくされることも想定されます。 
 
そこで、TAKUMI としては以下のような案を検討しており、賛同していただける事業所を探しています。 
 
 
★組合型相談支援事業の実施 
 これは、単純に相談支援事業所 TAKUMI をベース事業所として、賛同していただける相談員の所属を
全て TAKUMI に移し、現在、指定を受けている貴法人の相談支援事業所は閉鎖をしていただきます。 
相談員は、法人通しの業務委託契約の下、TAKUMI の相談員として活動していただき実質請求は、以後全
て TAKUMI が行います。 
委託料は、成果報酬型で手数料を差し引いた額を毎月入金することで、単独相談員もしくは３名以下の
専任相談員もしくは、兼務相談員を配置している事業所にとっては大きなメリットがあります。 
体制の中で可能な状況の特別事業所加算の申請を行い、将来的には１件あたり５００単位の加算可能な、
特定事業所加算（Ⅰ）を狙うことが目的です。 
 
また、現在は各事業所に所属している相談員のためモニタリングなどを行なう事が難しい環境にある場
合、４月から増設された サービス提供時モニタリング加算を、自分が行なう事ができなくても、ついで
に同事業所の相談員がモニタリングしてくることで加算請求することも可能です。（※注意） 
その他、行動障がい支援体制加算、要医療児者体制加算、精神障害者支援体制加算などの加算も申請しや
すくなり、担当利用者を無理に増やし減算する必要もなく１件あたりの収入単価を増やすことができま
す。 
 

  



現在考えている仕組みは次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

各相談員 

・受給者証情報 
・新規利用（更新） 
・モニタリング＋訪問・会議等の加算情報 

TAKUMI 

オンライン上で行なう 

プラン・モニタリングシート 

利用者・市町村 

各法人 各法人 

各法人 

担当利用者の情報は、各相談員（法人）が管理を
行なうが、基礎情報などはオンライン上（セキュ
リティ対策済み）で管理を行い、必要な時は各相
談員が情報を参照することができる。 
 
また、月に１回を下限としてミーティング、必要
に応じて、Google ハングアウトなどを活用しオ
ンラインミーティングなどを行ない、各相談員
のスキルアップと、情報の共有を行っていく。 
 
また、モニタリング訪問を他相談員にお願いす
る場合は、頭打ち（※単価案参照）で報酬を分配
する。 



現状のまま単独事業所の場合 

 
成人の場合で参照してください。 
更新の場合 14,580+1,000=15,580 円 
モニタリングの場合 12,070+1,000=13,070 円 になります。 
 
これを、特別事業所加算２で申請した場合 
プラス 4,000 円がこの単価に加算されます。 
また、行動障がい・要医療等の加算対象者については、条件が満たせれば 350 円／人がさらに加算でき
ます。（事業所内に人材がいなくても、TAKUMI の中で在籍することで連携を測ることができるため） 
 
結果、更新の場合 15,580+4,000+350=19,930 円になります。 
 
ここから、TAKUMI で事務手数料として 1,500 円/人を引かせていただき、18,430 円／人が収入になり
ます。 
また、モニタリングを他相談員に実施していただき報告を受け申請する場合は、モニタリングをした相
談員の事業所に１件あたり 2,000 円を支払うものとします。 
 
モニタリングを他相談員にお願いした場合 
13,070+4,000+350=17,420-1,500-2,000=13,920 円がモニタリングの収入になります。 
その他、加算が付くことで提示以上の収入になりますので、事業所としては増収することも可能な環境
を造ることができます。 
また、将来的に TAKUMI に所属する相談員から主任相談支援専門員になることで、特別事業所加算１を
取得できると、4,000 円の加算が 5,000 円になり、全ケースが 1,000 増収になります。 
 
あくまでも現段階では案の状態ですが、ほぼこの方法で修正点を補完した状態で実施し、来年度早い段
階でスタートできたらと考えています。 



組合型相談支援事業（案）に、賛同し協力していただける事

業所がありましたら、NPO 法人たんとまでご連絡をお願いし

ます。 

 

連絡先 

飯島携帯 ０９０－１４５６－７９７７ 

メール n.iijima@npotanto.org 

件名を「TAKUMI 組合案賛同係」としてメールは送付お願い

します。 

 

また、その時に担当者名、連絡先、現在の相談員の人数を教

えてください。 

賛同していただける法人のみなさまには、３月に１度集まる

場所を設定し、詳細などを確認の上実施とさせていただきた

いと思いますので、改めてご連絡いたします。 
 
 
 


